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芳賀町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画  

 

 

令和３年４月１日  

 芳 賀 町 長  

芳 賀 町 議 会 議 長  

芳賀町選挙管理委員会  

芳賀町代表監査委 員  

芳 賀 町 農 業 委 員 会  

芳 賀 町 教 育 委 員 会  

 

 

 芳賀町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画（以下「本計

画」という。）は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年

法律第６４号。以下「法」という。）第１９条に基づき、芳賀町長、芳賀町議会議

長、芳賀町選挙管理委員会、芳賀町代表監査委員、芳賀町農業委員会、芳賀町教育

委員会が策定する特定事業主行動計画です。  

 本町においては、法に基づき、平成２８年から令和２年度を計画期間とした「芳

賀町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」を策定し、女性

職員の活躍の推進に向けた取組及び男性職員の育児休業の取得促進を図るため、

取組を進めてきました。  

 この度、「芳賀町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」

が令和２年度で最終年度を迎えることから、引き続き計画的に施策を推進するた

め、「芳賀町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画【第２期

計画】」を策定し、男性職員の育児参加を促進していくとともに、女性職員の個性

と能力が十分に発揮される職場環境の整備を推進していきます。  

 

 

Ⅰ 計画期間  

 本計画の期間は、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間です。 

 

 

Ⅱ 女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等  

 本町では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、芳賀町庁議設置

要領に基づく庁議において、本計画の策定及び変更、本計画に基づく取組の実施状

況及び数値目標の達成状況の点検又は評価等について協議を行います。  
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Ⅲ 女性職員の活躍の推進に向けた数値目標  

１ 女性職員の活躍に関する状況把握、課題分析  

 法第１５条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づ

く特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府令第６１号。以

下「内閣府令」という。）第２条に基づき、町長部局、町議会事務局、町選挙管理

委員会事務局、町監査委員事務局、町農業委員会事務局及び町教育委員会事務局に

おいて、それぞれの女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善

すべき事項について分析を行いました。  

 

（１）採用した職員に占める女性職員の割合（令和２年４月１日採用） 

 ①常勤職員  

 男性  女性  全体  

採用人数  ２人  ３人  ５人  

採用割合  ４０ .０％  ６０ .０％  １００ .０％  

  ※採用割合は、小数点第２位を四捨五入したものです。  

 

 ②非常勤職員  

 男性  女性  全体  

採用人数  ２人  １４人  １６人  

採用割合  １２ .５％  ８７ .５％  １００ .０％  

  ※採用割合は、小数点第２位を四捨五入したものです。  

 

 

（２）平均した継続勤務年数の男女の差異（令和２年４月１日現在） 

 男性  女性  差（男－女）  

人  数  ８５人  ７０人  １５人  

平均年数  １４ .５年  １５ .３年  △０ .８年  

  ※平均年数は、小数点第２位を四捨五入したものです。  

 

 

（３）職員一人当たりの各月ごとの時間外勤務時間（令和元年度） 

 
総超過勤務時間  

職員一人当たり  

の時間外勤務時間  

４月  ２ ,０６８時間  ９ .８時間  

５月  ２ ,２５０時間  １０ .６時間  

６月  ２ ,００５時間  ９ .５時間  

７月  １ ,９０７時間  ９ .０時間  

８月  １ ,４０９時間  ６ .６時間  
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 ９月  １ ,５４４時間  ７ .３時間  

１０月  ２ ,２９８時間  １０ .８時間  

１１月  ２ ,０８２時間  ９ .８時間  

１２月  １ ,５２７時間  ７ .２時間  

 １月  １ ,７９７時間  ８ .５時間  

 ２月  ２ ,０３８時間  ９ .６時間  

 ３月  ２ ,５４９時間  １２ .０時間  

計  ２３ ,４７４時間  １１０ .７時間  

  ※職員一人当たりの時間外勤務時間は、総超過勤務時間を平成３１年４月  

１日の在職者数（臨時・非常勤を含む。）２１２人で除して小数点第２位  

を四捨五入したものです。  

 

（４）管理的地位にある職員に占める女性職員の割合（令和２年４月１日現在） 

 男性  女性  全体  

人  数  １１人  ５人  １６人  

割  合  ６８ .７％  ３１ .３％  １００ .０％  

 

 

（５）各役職段階にある職員に占める女性職員の割合（令和２年４月１日現在） 

 男性  女性  全体  

部 長 級 
人数  ３人  ０人  ３人  

割合  １００ .０％  ０ .０％  １００ .０％  

課 長 級 
人数  ８人  ５人  １３人  

割合  ６１ .５％  ３８ .５％  １００ .０％  

課長補佐級  
人数  １０人  ９人  １９人  

割合  ５２ .６％  ４７ .４％  １００ .０％  

係 長 級 
人数  １７人  １３人  ３０人  

割合  ５６ .７％  ４３ .３％  １００ .０％  

計  
人数  ３８人  ２７人  ６５人  

割合  ５８ .５％  ４１ .５％  １００ .０％  

  ※割合は、小数点第２位を四捨五入したものです。  
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（６）男女別の育児休業取得率（令和元年度） 

 ①常勤職員  

 男性  女性  全体  

対象人数  ５人  ８人  １３人  

取得人数  ０人  ８人  ８人  

取 得 率 ０ .０％  １００ .０％  ６１ .５％  

  ※平成３０年度においては、男性職員の育児休業取得については、対象者７人  

   取得者２人、取得率２８ .６％となっています。  

 ②臨時・非常勤職員  

 男性  女性  全体  

対象人数  ０人  ０人  ０人  

取得人数  ―  ―  ―  

取 得 率 ―  ―  ―  

（７）男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率（令和元年度） 

 配偶者出産休暇  育児参加のための休暇  

対象人数  ５人  ５人  

取得人数  ２人  １人  

取 得 率 ４０ .０％  ２０ .０％  

  ※育児参加のための休暇は、芳賀町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条

例別表第１第１３項に規定する休暇です。  

 

＜分析及び課題＞ 

・女性職員の採用状況及び継続勤務年数については、女性の割合のほうが多くなっ

ており、臨時・非常勤職員の採用においては、業務内容等の面からも、ほぼ女性

が採用となっています。  

 

・時間外勤務時間を比較すると、１か月当たりの平均では男性職員が１４ .６時間、

女性職員が５ .３時間となっており、女性職員より男性職員が平均で９時間程度

多くなっています。また、時間外の総時間については、平成２６年度実績と比較

すると１９％増で、職員１人当たりの時間外勤務時間は８％増となっています。 

 

・本町は常勤職員に占める女性職員の割合も４５ .２％と男女の比率に差はありま

せん。また、各役職段階における女性職員の割合については、係長級で４３ .３％

と、令和２年１２月に閣議決定された「第５次男女共同参画基本計画」において

市町村職員の本庁係長相当職の成果目標とされた、４０％超えています。  

 また、課長補佐級で４７ .４％、課長級で３８ .５％と成果目標の本庁課長補佐相

当職３３％、本庁課長相当職２２％を大きく超えています。  

一方、部長級に占める女性職員の割合は目標に到達していないことから、今後
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は課長級の女性職員が部長級への昇格ができるよう人材の育成を行い、一層の

女性活躍の推進に努めます。  

 

・男性の育児休業取得者については、令和元年度は０人ですが、平成３０年度にお

いては、２人取得しており、徐々に男性の育児休業について理解が得られて始め

てきたと考えます。  

 

 

２ 女性職員の活躍の推進に向けた数値目標  

 １の課題分析の結果、女性職員の活躍を推進するため、次のとおり目標を設定し

ます。  

（１）長時間勤務の是正 

 ①令和７年までに、管理職以外の職員の各月ごとの平均超過勤務時間を、令和元

年度実績（月９.２時間）から縮減し、月８時間以下とします。 

 

（２）管理的地位への女性職員の登用 

 ①令和７年度までに、管理的地位にある職員に占める女性割合を、令和２年度の

実績（３１ .２％）より３ .８％引き上げ、３５％以上とします。  

 

 ②令和７年度までに、各役職段階における女性職員の割合を、令和２年度の実績

（４１ .５％）より３ .５％引き上げ、４５％以上とします。  

 

 

（３）男性職員の育児休業の取得促進 

 ①令和７年度までに、育児休業を取得する男性職員の人数を毎年１人以上にし

ます。（対象者がいた場合に限る）  

 

 

Ⅳ 女性職員の活躍の推進に向けた目標を達成するための取組及び実施時期  

 「Ⅲ  ２  女性職員の活躍の推進に向けた数値目標」で掲げた数値目標の達成に向

け、次に掲げる取組を実施します。  

 

（１）長時間勤務の是正時期  

 ・特定の職員に業務が集中することのないよう、適切な人事配置を行い、業務分    

   担の調整、業務見直しなど、日常的に効率的な業務進行管理を実施するよう努

める。  

 

（２）管理的地位への女性職員の登用に対する取組及び実施時期 
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 ・令和３年度より、課長、課長補佐、係長の各役職段階における人材の確保を念

頭におき、各役職段階に応じた研修計画の策定など人材育成を行います。  

 

 ・育児休業の取得の有無や期間、性別に関係なく、各個人の能力・実績に応じた

適正な評価と昇進・登用を実施します。  

 

 

（２）男性職員の育児休業の取得促進の取組及び実施時期 

 ・令和３年度より、配偶者が出産を控えている全ての男性職員に対し、各種両立

支援制度（育児休業、配偶者出産休暇、育児参加のための休暇等）を案内し、

活用促進に努めます。  

  

 ・男性の育児休業の促進に向けて、配偶者が出産を控えている男性職員の所属長

に各種両立支援制度（育児休業、配偶者出産休暇、育児参加のための休暇等）

の取得促進に関し、声掛けを実施します。  

 


